
要対策延長の考え方 

 

 

 

※具体的な対策内容が確定していない場合等における算出方法 

１.連続する腐食  ：緊急度ⅠまたはⅡと判定されたスパン延長全体を「要対策延長」として計上 

２.破損・クラック等：破損箇所１箇所につき１m を「要対策延長」として計上 
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